
参照条文
○ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律
(昭和二十五年法律第百七十五号)(抜粋)

（定義等）
第二条 (略）
２ (略）
３ この法律で「日本農林規格」とは、第七条の規定により制定された規格であつて、
次に掲げる農林物資の品質についての基準を内容とするものをいう。
一 品位、成分、性能その他の品質についての基準（次号及び第三号に掲げるもの
を除く。）
二 生産の方法についての基準
三 流通の方法についての基準

（製造業者等の行う格付）
第十四条 （略）
２ 農林物資の生産業者その他の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものと
して農林水産省令で定めるもの（以下「生産行程管理者」という。）は、農林水産
省令で定めるところにより、ほ場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじ
め登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認
定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその
包装、容器若しくは送り状に格付の表示（第二条第三項第二号に掲げる基準に係る
ものに限る。）を付することができる。

（格付の表示の禁止）
第十八条 何人も、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し
てはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
（略）

（指定農林物資に係る名称の表示）
第十九条の十五 何人も、第二条第三項第二号に掲げる基準に係る日本農林規格が定
められている農林物資であつて、当該日本農林規格において定める名称が当該日本
農林規格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資
についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生
ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認めら
れるものとして政令で指定するもの（以下「指定農林物資」という。）については、
当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格
付の表示が付されていない場合には、当該日本農林規格において定める名称の表示
又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
２ 何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農
林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
３ （略）


